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令和７年１０月北信広域連合議会定例会会議録（第１号） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

北信広域連合告示 第２号 

令和７年１０月２９日（水） 中野市豊田庁舎大会議室に開く。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和７年１０月２９日（水） 午後２時３０分開議 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議事日程（第１号） 

 １ 開 会 

 ２ 仮議席の指定 

 ３ 議席の指定 

 ４ 会議録署名議員指名 

 ５ 会期等の決定 

 ６ 議案第 １号 北信広域連合第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例案 

 ７ 議案第 ２号 北信広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案 

 ８ 議案第 ３号 令和７年度北信広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 ９ 議案第 ４号 令和７年度北信広域連合養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第 

１号） 

１０ 議案第 ５号 令和７年度北信広域連合特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算 

（第１号） 

１１ 議案第 ６号 令和６年度北信広域連合一般会計歳入歳出決算認定について 

１２ 議案第 ７号 令和６年度北信広域連合養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

１３ 議案第 ８号 令和６年度北信広域連合特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

１４ 議案第 ９号 北信広域連合監査委員の選任の同意について 
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１５ 議案質疑（議案第２号） 

１６ 討論、採決（議案第２号） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 ……… 議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員 次のとおり（２３名） 

  １番 山 﨑 栄 喜 議員 １３番 嶋 田 孝 至 議員 

  ２番 渡 辺 菊 男 議員  １４番 阿 部 光 則 議員 

  ３番 髙 田 佳 久 議員  １５番 小 田 孝 志 議員 

  ４番 髙 橋 達 幸 議員  １６番 芋 川 吉 孝 議員 

  ５番 江 口 栄 光 議員  １７番 髙 木 尚 史 議員 

  ６番 髙 澤 富士子 議員 １８番 上 倉 敏 夫 議員 

  ７番 本 田 将 伸 議員  １９番 川久保 政 弘 議員 

  ８番 月 岡 利 郎 議員  ２０番 勝 山   正 議員 

  ９番 佐 藤 正 夫 議員  ２１番 白 鳥 金 次 議員 

 １０番 中 村 明 文 議員  ２２番 上 松 永 林 議員 

 １１番 宮 島 包 義 議員  ２３番 芦 澤 孝 幸 議員 

 １２番 岸 田 眞 紀 議員   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員 なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 次のとおり 

 事務局次長補佐兼総務係長  小 松 隆 幸  主    任  丸 山 航 己 

 保険福祉係長  櫻 井   聖  主    事  河 野 百 代 

 主    査  八井澤 由紀子  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名 次のとおり 

 広域連合長  湯 本 隆 英 幹    事  古 幡 哲 也 

 副広域連合長  江 沢 岸 生 幹    事  湯 本 寿 男 

 副広域連合長  日 䑓 正 博 幹    事  河 野 竹 芳 
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 副広域連合長  上 野 雄 大 幹    事  藤 木 紀 行 

 副広域連合長  宮 川 幹 雄 事 務 局 長   田 中   勇 

 副 管 理 者  竹 内 敏 昭 事務局次長   小 林 東 一 

 監 査 委 員  上 野 純 子 望岳荘施設長  竹 原 雄 一 

 会計管理者  竹 内 和 彦 いで湯の里施設長  鈴 木 隆 夫 

 幹    事  栗 林 淳 一 菜の花苑施設長  米 持 正 徳 

 幹    事  鈴 木 靖 史 ふるさと苑施設長  土 屋 龍 昭 

                 てるさと施設長  北 爪 英 紀 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （開 議）      （午後 ２時３０分） 

（開会に先立ち、事務局次長補佐が本日の出席議員数及び説明のために出席した者の職名を

報告する。） 

 １ 開 会 

議長（芦澤孝幸君） ただいま報告のとおり、出席議員数は定足数に達しておりますので、本

議会は成立いたしました。 

 これより令和７年１０月北信広域連合議会定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第１号のとおりでありますから、

ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（芦澤孝幸君） この際、日程に入る前に報告事項を申し上げます。 

 令和７年６月２日付で山ノ内町議会選出の湯本晴彦議員、白鳥金次議員、髙田佳久議員か

ら辞職願が提出され、令和７年６月２日付をもって地方自治法第１２６条のただし書の規定

により辞職を許可いたしましたので、北信広域連合議会会議規則第１４６条第２項の規定に

より報告いたします。 

 また、辞職並びに任期満了に伴う改選により、山ノ内町議会より３名の議員が、野沢温泉

村議会より２名の議員が、栄村村議会より２名の議員が、新たに北信広域連合議会議員に選

出されましたので、ご報告いたします。 

 なお、ここで新しく北信広域連合議会議員に選出された議員のご紹介をいたします。山ノ

内町議会から白鳥金次議員、小田孝志議員、髙田佳久議員。野沢温泉村議会から川久保政弘

議員、嶋田孝至議員。栄村議会から上倉敏夫議員、月岡利郎議員であります。以上でござい
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ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ２ 仮議席の指定 

議長（芦澤孝幸君） 日程２、この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

 辞職並びに改選により、北信広域連合議会議員選挙に当選された方７名の仮議席は、ただ

いま着席の議席を指定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

副議長（渋川芳三君） ここで、連合長から挨拶があります。 

 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 本日ここに、令和７年１０月北信広域連合議会定例会を招集いた

しましたところ、ご出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 我が国は、かつてないスピードで少子高齢化が進行しております。北信地域におきまして

も例外ではなく、人口減少が進む一方で、高齢化率は着実に上昇し、地域の介護需要は年々

増大しております。 

 そうした中で、当広域連合が運営しております特別養護老人ホームは、地域の最期の生活

の場として、極めて重要な役割を担っております。 

 しかしながら、特別養護老人ホームにおいても、生産年齢人口の減少に伴う職員確保の難

しさや、物価高騰などによる光熱費や物価の上昇は施設運営費に直結し、財政的な負担を一

層重くしている状況です。 

 一方で、地域の高齢者の生活を支え、安全・安心を確保するためには、これら施設の安定

した運営が不可欠であります。 

 私どもとしては、介護人材の確保に向けた環境整備、施設の安全対策、そして持続可能な

財政運営に取り組み、地域の皆様に信頼いただける体制を築いてまいりたいと考えておりま

す。 

 さて、施設入所状況でありますが、１０月１日現在で、特別養護老人ホーム５施設の本入

所利用率は９４．６％、短期入所利用率は９３．４％、養護老人ホーム利用率は８０％であ

りました。 

 本日提案いたします議案は、条例案２件、令和７年度補正予算案３件、令和６年度決算認
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定３件、人事案１件の合計９件であります。 

 よろしくご審議をいただきますよう重ねてお願い申し上げまして、挨拶といたします。よ

ろしくお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ３ 議席の指定 

議長（芦澤孝幸君） 日程３ 議席の指定を議題といたします。 

 議席は、会議規則第４条の規定により、議長において指定いたします。 

 議員の氏名と、その議席の番号を次長補佐から朗読いたします。 

（事務局次長補佐 議員氏名と議席番号を朗読） 

議長（芦澤孝幸君） 関係する議員は、ただいま指定いたしました議席へ移動をお願いいたし

ます。 

（関係議員 議席移動） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ４ 会議録署名議員の指名 

議長（芦澤孝幸君） 日程４ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、 

 １４番 阿部光則 議員 

 １５番 小田孝志 議員 

 を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ５ 会期等の決定 

令和７年１０月北信広域連合議会定例会運営日程 

会期：令和７年１０月２９日（水）～ 

１１月 ６日（木）  

月 日 曜日 時 間 会 議 摘  要 

１０月２９日 水 午後２時３０分 本会議 

開会、仮議席の指定、議席の指定、会議録

署名議員指名、会期等の決定、議案提案説

明、議案質疑（議題第２号）、討論、採決

（議題第２号） 

３０日 木  休 会 議案審査のため 
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３１日 金  〃 議案審査のため 

１１月１日 土  〃 土曜日のため 

２日 日  〃 日曜日のため 

３日 月  〃 祝日のため 

４日 火  〃 議案審査のため 

５日 水  〃 議案審査のため 

６日 木 午後３時００分 本会議 議案質疑、一般質問、討論、採決、閉会 

 

議長（芦澤孝幸君） 日程５ 会期等の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期については、お手元に配付いたしました令和７年１０月北信広域連合議会

定例会運営日程（案）のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期については、運営日程（案）のとおりと決しました。 

 なお、監査委員から報告がありました例月出納検査の結果は、お手元に配付いたしてあり

ますので、ご了承願います。 

 議事に入る前に、以降議案の「北信広域連合」の部分については省略させていただきます

ので、ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ６ 議案第 １号 北信広域連合第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例案 

 ７ 議案第 ２号 北信広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

議長（芦澤孝幸君） 日程６ 議案第１号 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例案から日程７ 議案第２号 一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 議案第１号 北信広域連合第１号会計年度任用職員の報酬、期末
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手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について。 

 本案につきましては、中野市第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例が改正されたことから、引用している条例名等を改めるため所要の改正を行うもの

であります。 

 本条例については、令和７年１１月６日から施行するものであります。 

 なお、以降、議案の「北信広域連合」の部分については、省略させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、議案第２号 北信広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案について。 

 本案につきましては、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正に伴い、中野市に在勤

する職員が寒冷地手当の支給対象外となったことから、職員への寒冷地手当支給に関する規

定を新たに設け、在勤地による不均衡を解消するため、所要の改正を行うものであります。 

 本条例については、令和７年１１月１日から施行するものであります。 

 以上、２件を一括してご説明申し上げました。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ８ 議案第 ３号 令和７年度北信広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 ９ 議案第 ４号 令和７年度北信広域連合養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第 

１号） 

１０ 議案第 ５号 令和７年度北信広域連合特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第 

１号） 

議長（芦澤孝幸君） 日程８ 令和７年度一般会計補正予算（第１号）から日程１０ 議案第

５号 令和７年度特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）までの以上議案３件

を一括して議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 議案第３号 令和７年度一般会計補正予算（第１号）について。 

 本案につきましては、補正総額２９９万７，０００円を減額し、補正後の予算総額は、

３億６，３１３万４，０００円となります。 
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 歳入につきましては、１款分担金及び負担金では、市町村分担金として８８１万

５，０００円の減額、２款財産収入では、基金運用利子として３９万円の増額、４款繰越金

では、令和６年度決算に伴い、５４２万８，０００円の増額であります。 

 歳出につきましては、２款総務費のうち、１項総務管理費では、財政調整基金積立金で

３９万円の増額であります。 

 ３款民生費では、使用料及び賃借料で、ガバメントクラウド使用料等３４２万

３，０００円の減額であります。 

 次に、議案第４号 令和７年度養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）について。 

 本案につきましては、補正総額１９９万８，０００円を減額し、補正後の予算総額は、

１億６，９２５万３，０００円となります。 

 歳入につきましては、１款介護保険事業収入では、介護サービス利用者の減により

４４９万９，０００円の減額、２款分担金及び負担金では、老人保護措置費負担金の減によ

り２９５万６，０００円の減額、５款繰入金では、財政調整繰入金で４３８万２，０００円

の増額、６款繰越金では、令和６年度決算に伴い８３万６，０００円の増額、８款県支出金

では、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金で、２３万９，０００円の増額であります。 

 歳出につきましては、１款民生費、需用費で賄材料費５３万７，０００円の減額、２項財

産管理費では、財政調整基金積立金１４６万１，０００円の減額であります。 

 次に、議案第５号 令和７年度特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて。 

 本案につきましては、補正総額２，３４５万１，０００円を増額し、補正後の予算総額は、

１９億７，７０８万１，０００円となります。 

 歳入につきまして、主なものを申し上げます。 

 １款介護保険事業収入では、施設介護サービスの利用人数の実績により、２，６５７万

７，０００円の減額、４款繰入金では、財政調整基金繰入金で２，８３５万３，０００円の

増額、５款繰越金では、令和６年度決算に伴い、１，２１８万３，０００円の増額、７款県

支出金では、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金で９１９万８，０００円の増額であ

ります。 

 歳出につきまして、主なものを申し上げます。 

 １款民生費、１項特別養護老人ホーム事業費のうち、望岳荘事業費では、工事請負費で、

蒸気ボイラー更新工事費３１０万２，０００円の増額であります。 
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 ２項財産管理費では、財政調整基金積立金１，９６７万５，０００円の増額であります。 

 以上、３件を一括してご説明申し上げました。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１１ 議案第 ６号 令和６年度北信広域連合一般会計歳入歳出決算認定について 

１２ 議案第 ７号 令和６年度北信広域連合養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

１３ 議案第 ８号 令和６年度北信広域連合特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

議長（芦澤孝幸君） 日程１１ 議案第６号 令和６年度北信広域連合一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程１３ 議案第８号 令和６年度北信広域連合特別養護老人ホーム事業

特別会計歳入歳出決算認定についてまでの、以上議案３件を一括して議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 議案第６号 令和６年度一般会計歳入歳出決算について。 

 本案につきましては、歳入合計２億３，３２７万２，１０７円、歳出合計２億

２，６３４万３，１５７円で、歳入歳出差引残額及び翌年度への繰越額が６９２万

８，９５０円であります。前年度と比較いたしますと、歳入では１５．７％の減、歳出では

１６．３％の減となりました。 

 次に、議案第７号 令和６年度養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算について。 

 本案につきましては、歳入合計１億６，９１９万６，４７６円、歳出合計１億

６，２３６万４０３円で、歳入歳出差引残額及び翌年度への繰越額が６８３万６，０７３円

であります。前年度と比較いたしますと、歳入では６．３％の減、歳出では４．４％の減と

なりました。 

 次に、議案第８号 令和６年度特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算について。 

 本案につきましては、歳入合計１８億１，９３５万２，０２７円、歳出合計１７億

７，１１６万５，７７６円で、歳入歳出差引残額及び翌年度への繰越額が４，８１８万

６，２５１円であります。前年度と比較いたしますと、歳入では３．５％の増、歳出では

４．９％の増となりました。 
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 以上、３件を一括してご説明申し上げました。詳細につきましては、決算書及び事業実績

並びに主要施策成果説明書をご覧ください。 

 細部につきましては、事務局長及び各施設長から補足説明いたしますので、お願いいたし

ます。 

 なお、監査委員による決算審査につきましては、配付してあります意見書のとおりであり

ます。審査意見を十分反映させ、今後の連合運営のさらなる適正化に努めてまいります。 

 よろしくご審議の上、認定いただきますようお願い申し上げます。 

議長（芦澤孝幸君） 続いて、事務局長及び各施設長において補足説明がありましたら願いま

す。 

（事務局長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） それでは、議案第６号 令和６年度一般会計歳入歳出決算認定につき

まして、連合長説明に補足してご説明申し上げます。以後、着座にて説明をさせていただき

ます。 

 決算書の事項別明細書に基づき主な内容、金額等をご説明いたします。決算書のページに

つきましては、見開いた左側のページ番号で申し上げます。決算書の８ページをお願いしま

す。事業実績並びに主要施策成果説明書につきましては、３ページからでございます。 

 まず、歳入につきまして主なものを申し上げます。１款分担金及び負担金は、収入済額

２億２４５万８，４３５円で、主なものは関係市町村からの分担金であります。なお、市町

村ごとの分担金につきましては、決算書の２６ページに記載しております。 

 ２款財産収入は、収入済額８２５万１，１０２円です。地域振興基金及び財政調整基金の

運用利子収入であります。 

 ３款繰入金は、収入済額１，６１４万９，０００円で、特別会計からの繰入金であります。 

 １０ページをお願いいたします。４款繰越金は、収入済額６２７万２，３３３円で、前年

度からの繰越金であります。 

 最下段、歳入合計は２億３，３２７万１，１０７円であります。 

 １２ページをお願いいたします。歳出の主なものを申し上げます。 

 １款議会費は、支出済額４２万７，３４９円で、議員報酬のほか経常経費であります。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は支出済額９，５８１万３，２８９円で、職員人件費のほ

か事務局における需用費、１４ページの委託料等の経常経費であります。 
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 １６ページをお願いいたします。２目企画費は、支出済額４００万３，８７１円で、主な

ものは、第６次広域計画の審議会委員報酬、広域連合広報誌の印刷代ほか、地域振興事業補

助金としての関係市町村への補助金などであります。 

 ２項選挙費、３項監査委員費、１８ページの４項公平委員会費は、それぞれ委員報酬のほ

か経常経費であります。 

 １８ページをお願いいたします。３款民生費１項１目介護保険総務費は、支出済額

１，５２３万５７２円で、職員人件費のほか経常経費であります。 

 ２０ページをお願いいたします。２目介護認定審査会費は、支出済額３，６１１万

７，４０３円で、主なものは介護認定審査会の委員報酬、２２ページの介護認定支援システ

ムに係る経費のほか、要介護認定支援システム標準化対応に係る経費などであります。 

 ２２ページをお願いいたします。３目入所判定委員会費、４目入所検討委員会費、５目障

害支援区分認定審査会費は、それぞれ委員報酬のほか委員会等の運営に係る経常経費であり

ます。 

 ２４ページをお願いいたします。４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、支出済額

３，４０４万６，４００円で、病院群輪番制病院運営事業補助金で、北信総合病院及び飯山

赤十字病院への休日・夜間の診療に対する補助であります。 

 ５款公債費は、支出済額３，７８７万７，１８８円で、旧老人ホーム高社寮解体事業に係

る施設解体事業債利子及び元金であります。 

 最下段の歳出合計は、２億２，６３４万３，１５７円、執行率は９４．９％であります。 

 一般会計につきましては以上です。 

（てるさと施設長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） てるさと施設長。 

てるさと施設長（北爪英紀君） 続きまして、議案第７号 令和６年度養護老人ホーム事業特

別会計歳入歳出決算につきまして、補足して説明申し上げます。 

 決算書３６ページからの事項別明細書により、主な内容につきまして説明申し上げます。

なお、事業実績並びに主要施策成果説明書は９ページからです。着座にて失礼いたします。 

 歳入について主なものを申し上げます。１款介護保険事業収入の収入済額につきましては、

１項１目１節で３，９８６万１，０８９円、２項１目１節で９９万３，０８８円、合計

４，０８５万４，１７７円であります。介護保険特定施設としての保険者及び利用者の負担

金であります。 
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 ２款分担金及び負担金の収入済額につきましては、１項１目１節で１億１，６８６万

９，１５４円であります。入所している利用者に係る市町村からの措置費負担金であります。 

 次に、決算書３８ページをお開きください。８款県支出金は収入済額３６万円で、新型コ

ロナウイルス感染症関連補助金であります。 

 次に、決算書４０ページ、歳出について主なものを申し上げます。１款民生費１項１目管

理費は、支出済額１億１，９７３万５，４１５円です。一般職及び会計年度任用職員を合わ

せた人件費のほか、施設の維持管理費等を支出しました。 

 次に４５ページ、２目生活費は、支出済額３，９１４万９８８円です。主に居住施設の光

熱水費、食事の賄い材料等を支出いたしました。 

 次に４６ページ、２項１目てるさと事業費は、財政調整基金へ３４８万４，０００円の積

立てを行ったものであります。 

 以上であります。 

（望岳荘施設長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） 望岳荘施設長。 

望岳荘施設長（竹原雄一君） 着座にて説明させていただきます。議案第８号 令和６年度特

別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算につきまして、補足して説明申し上げます。 

 決算書５６ページからになりますが、歳入の主な内容につきまして、全施設分を一括して

申し上げます。 

 １款介護保険事業の収入済額につきましては、いずれも５施設合計で１項１目１３億

２，８９７万８，５７６円、１項２目７，６００万６，７４５円、２項１目３億７１６万

３，３２８円、２項２目２，６７１万４，５３３円、合計１６億６，２８５万６，４３７円

であります。 

 続きまして、決算書５８ページ及び５９ページ、収入未済額につきまして、全施設分を一

括して申し上げます。 

 １款介護保険事業収入、２項利用者負担金、１目施設介護サービス利用者負担金収入のい

で湯の里の７万７，７１５円につきましては、利用者１名分の負担金であります。こちらに

つきましては、令和７年６月に全額納付されております。 

 菜の花苑費の１８万３，５０５円につきましては、令和４年度における利用者１名分の負

担金であります。こちらにつきましては、徴収が困難なことから今後不納欠損処理を行う予

定であります。 
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 ２目居宅介護サービス利用者負担金収入の菜の花苑の５１万２，５２３円につきましては、

令和５年度における利用者１名分の負担金であります。こちらにつきましては、令和７年

１０月で完納となりました。 

 次に、決算書６５ページ、７款県支出金、特別養護老人ホーム３施設を合わせて収入済額

９６万２，０００円で、新型コロナウイルス感染症関連補助金であります。 

 次に、決算書６６ページからの歳出について、主なものを申し上げます。事業実績並びに

主要施策成果説明書は１１ページからになります。 

 １款民生費１項１目望岳荘事業費は、支出済額４億１，１５５万３，０７５円です。主に

一般職及び会計年度任用職員を合わせた人件費のほか、施設の維持管理費、食事の賄い材料

費等を支出しました。 

 定例的な支出のほかに特徴的な部分を申し上げます。７１ページ備考欄、１４節工事請負

費で、修理の多くなった食堂エアコンの緊急更新工事を行いました。また、令和５年度の予

算繰越となっておりました地下駐車場の泡消火設備修繕工事を行いました。 

 次に、９７ページ備考欄、２項１目望岳荘事業費は、財政調整基金へ３７万９，０００円

の積立てを行ったものであります。 

 望岳荘からは以上であります。 

（いで湯の里施設長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） いで湯の里施設長。 

いで湯の里施設長（鈴木隆夫君） いで湯の里でございます。補足として説明を申し上げます。

失礼ですが、着座で説明申し上げます。 

 それでは、決算書７２ページをお願いいたします。歳出について主なものを申し上げます。 

 １款民生費１項２目のいで湯の里事業費は、支出済額３億５，０５３万１，５４４円です。

主に一般職及び会計年度任用職員を合わせた人件費のほか、施設の維持管理費、食事の賄い

材料費等を支出いたしました。 

 定例的な支出のほかに特徴的な部分を申し上げます。７９ページをお願いします。

７９ページの備考欄の上のほうでございます。１４節の工事請負費になります。令和６年度

は、居室６部屋分のエアコン更新工事で５４１万２，０００円、さらに、いで湯の里開設以

来使い続けてきた給水加圧ポンプを４２９万円で更新したところでございます。 

 また、その下です。１７節備品購入費になりますが、１６年経過のスチームコンベクショ

ンオーブンを１台、１８年経過の汚物除去機を１台更新いたしました。さらにその下ですが、
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令和６年９月に給食施設巡回指導というものがございまして、そこで冷凍保管容器への不備

の指摘を受けましたので、業務用の冷凍庫を１台、また、いで湯の里が開設されてから使い

続けてきたベッドマットレス４０枚などの更新をすることができました。なお、その下です

が、介護ベッドは超低床の電動ベッド１台を含む３台分、車椅子はティルト式の車椅子を含

む３台、エアマットは２台更新したものでございます。 

 次に、９６ページです。２項２目のいで湯の里事業費は、財政調整基金へ３０万

３，０００円の積立てを行ったものでございます。なお、事業実績並びに主要施策成果説明

書では１０ページからになります。 

 いで湯の里につきましては以上です。 

（菜の花苑施設長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） 菜の花苑施設長。 

菜の花苑施設長（米持正徳君） 菜の花苑につきまして、よろしくお願いいたします。決算書

７８ページ、歳出について主なものを申し上げます。 

 １款民生費１項３目菜の花苑事業費は、支出済額３億１，８９４万９，４７９円です。主

に一般職及び会計年度任用職員を合わせた人件費のほか、施設の維持管理費、食事の賄い材

料等を支出いたしました。 

 定例的な支出のほかに特徴的な部分を申し上げます。８５ページ備考欄、上から２行目の

１４節になります。工事請負費は、修理不能となった床暖房用ポンプを更新いたしました。

また、その下ですが、１７節備品購入費では、年次計画に基づき経年劣化した汚物除去機を

更新いたしました。 

 次に９７ページ、２項３目菜の花苑事業費は、財政調整基金へ１万円の積立てを行ったも

のであります。 

 以上でございます。 

（ふるさと苑施設長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） ふるさと苑施設長。 

ふるさと苑施設長（土屋龍昭君） それでは、ふるさと苑につきまして、よろしくお願いいた

します。決算書８４ページ、歳出について主なものを申し上げます。 

 １款民生費１項４目ふるさと苑事業費は、支出済額３億１１万９，７７９円でございます。

主に人件費、施設の管理費、賄い材料費等を支出いたしました。 

 定例的なもの以外で特徴的な部分を申し上げます。９１ページでございます。備考欄の上
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から６行目でございますが、１４節工事請負費におきまして電気の高圧機器の改修工事をい

たしました。また、１７節備品購入費では、経年劣化した業務用洗濯機そのほかを更新いた

しました。 

 次に９７ページをお願いいたします。２項４目ふるさと苑事業費では、財政調整基金へ

７９７万１，０００円の積立てを行ったものであります。 

 以上であります。 

（てるさと施設長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） てるさと施設長。 

てるさと施設長（北爪英紀君） 次に、決算書９０ページからのてるさとの歳出について、主

なものを申し上げます。 

 １款１項５目てるさと事業費は、支出済額３億７，５８４万５，６１４円です。主に一般

職及び会計年度任用職員を合わせた人件費のほか、施設の維持管理費、食事の賄い材料等を

支出いたしました。 

 定例的な支出のほかに特徴的な部分を申し上げます。９７ページ、備考欄、１７節をご覧

ください。送迎車は車椅子のまま乗れる軽自動車であります。以前の車が、１９年使用し経

年劣化が進んだため更新いたしました。 

 次に、このページの最下段、２項５目のてるさと事業費は、財政調整基金へ５５０万円の

積立てを行ったものであります。 

 以上です。 

（２１番 白鳥金次議員 退席） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１４ 議案第 ９号 北信広域連合監査委員の選任の同意について 

議長（芦澤孝幸君） 日程１４ 議案第９号 監査委員の選任の同意についてを議題といたし

ます。 

 提案者の説明を求めます。 

 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 議案第９号 監査委員の選任の同意について。 

 本案につきましては、空席となっておりました監査委員に、白鳥金次氏を選任したいので、

地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
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 よろしくご審議をお願いいたします。 

（２１番 白鳥金次議員 復席） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１５ 議案質疑 

１６ 討論、採決 

議長（芦澤孝幸君） 日程１５ 議案質疑及び、日程１６ 討論、採決を行います。 

 初めに議案質疑を行います。 

 なお、発言に際しては、議案に係る質疑についてのみとし、回数は、同一議題について

３回までとなっております。また、最初に幾つの質問を行うか、質問の数を述べてから質問

に入っていただきますようお願いいたします。 

 議案第２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について、願いま

す。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、議案質疑を終結いたします。 

 次に、討論を行います。討論のあります方は、早急に書面をもって議長の手元まで通告願

います。 

 なお、発言通告書は、次長補佐のところにあります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 （休 憩）      （午後 ３時１２分） 

 （再 開）      （午後 ３時１３分） 

議長（芦澤孝幸君） 休憩前に引き、続き会議を開きます。 

 通告がありませんので、以上で討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。議案第２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例案について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第２号について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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議長（芦澤孝幸君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 （散 会）      （午後 ３時１４分） 
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令和７年１０月北信広域連合議会定例会会議録（第２号） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

北信広域連合告示 第２号 

令和７年１１月６日（水） 中野市豊田庁舎大会議室に開く。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和７年１１月６日（水） 午後２時３０分開議 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議事日程（第２号） 

 １ 議案質疑 

 ２ 一般質問 

 ３ 討論、採決 

 ４ 閉会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 ……… 議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員 次のとおり（２２名） 

  １番 山 﨑 栄 喜 議員 １２番 岸 田 眞 紀 議員 

  ２番 渡 辺 菊 男 議員  １３番 嶋 田 孝 至 議員 

  ３番 髙 田 佳 久 議員  １４番 阿 部 光 則 議員 

  ４番 髙 橋 達 幸 議員  １５番 小 田 孝 志 議員 

  ５番 江 口 栄 光 議員  １６番 芋 川 吉 孝 議員 

  ６番 髙 澤 富士子 議員 １７番 髙 木 尚 史 議員 

  ７番 本 田 将 伸 議員  １８番 上 倉 敏 夫 議員 

  ８番 月 岡 利 郎 議員  １９番 川久保 政 弘 議員 

  ９番 佐 藤 正 夫 議員  ２１番 白 鳥 金 次 議員 

 １０番 中 村 明 文 議員  ２２番 上 松 永 林 議員 

 １１番 宮 島 包 義 議員  ２３番 芦 澤 孝 幸 議員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 欠席議員 次のとおり 

 ２０番 勝 山   正 議員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 次のとおり 

 事務局次長補佐兼総務係長  小 松 隆 幸  主    任  丸 山 航 己 

 保険福祉係長  櫻 井   聖  主    事  河 野 百 代 

 主    査  八井澤 由紀子  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名 次のとおり 

 広域連合長  湯 本 隆 英 幹    事  古 幡 哲 也 

 副広域連合長  江 沢 岸 生 幹    事  湯 本 寿 男 

 副広域連合長  平 澤   岳 幹    事  河 野 竹 芳 

 副広域連合長  日 䑓 正 博 幹    事  藤 木 紀 行 

 副広域連合長  上 野 雄 大 事 務 局 長   田 中   勇 

 副広域連合長  宮 川 幹 雄 事務局次長   小 林 東 一 

 副 管 理 者  竹 内 敏 昭 望岳荘施設長  竹 原 雄 一 

 監 査 委 員   上 野 純 子 いで湯の里施設長  鈴 木 隆 夫 

 会計管理者  竹 内 和 彦 菜の花苑施設長  米 持 正 徳 

 幹    事  栗 林 淳 一 ふるさと苑施設長  土 屋 龍 昭 

 幹    事  鈴 木 靖 史 てるさと施設長  北 爪 英 紀 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （開 議）      （午後 ３時００分） 

（開会に先立ち、事務局次長補佐が本日の出席議員数及び説明のために出席した者の職名を

報告する。） 

議長（芦澤孝幸君） ただいま報告のとおり、出席議員数が定足数に達しておりますから、本

議会は成立いたしました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第２号のとおりでありますから、

ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 １ 議案質疑 

議長（芦澤孝幸君） 日程１ これより議案質疑を行います。 

 なお、発言に際しては、議案に係る質疑についてのみとし、回数は、同一議題について

３回までとなっております。また、最初に幾つの質問を行うか、質問の数を述べてから質問

に入っていただきますようお願い申し上げます。 

 議案第１号 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例案について願います。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、次に、議案第３号 令和７年度一般会計補正予算（第

１号）について願います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ３番、髙田佳久議員。 

３番（髙田佳久君） ３番、髙田佳久です。ちょっと１点だけ、確認を含めてお願いしたいと

思いますが、補正予算書の１１ページをお願いいたします。１１ページの委託料と工事請負

費が一番下段に書いてあるんですけれども、入れ替えた理由をお聞かせください。 

（事務局長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） 委託料を工事費のほうに振り替えるわけでございますけれども、こち

らにつきましては、ＬＥＤの改修設計業務委託料及び改修の工事管理業務委託料につきまし

ては、必要がありませんので、こちらを工事費に振り替えるものでございます。 

議長（芦澤孝幸君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、次に、議案第４号 令和７年度養護老人ホーム事業特

別会計補正予算（第１号）及び議案第５号 令和７年度特別養護老人ホーム事業特別会計補

正予算（第１号）の議案２件について願います。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、次に、議案第６号 令和６年度一般会計歳入歳出決算

認定について願います。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、次に、議案第７号 令和６年度養護老人ホーム事業特
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別会計歳入歳出決算認定について及び議案第８号 令和６年度特別養護老人ホーム事業特別

会計歳入歳出決算認定についての以上議案２件について願います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ３番、髙田佳久議員。 

３番（髙田佳久君） ３番、髙田佳久です。特別会計の件で、２点お願いしたいかと思います。

主要施策成果説明書の１１ページから特別養護老人ホームの内容が記載されておりますが、

その中で全施設にわたってなんですけれども、資料の中で年間の延べ定員が記載されている

んですけれども、こちらが減少する理由というのはどういうことなのかお聞かせください。 

（事務局長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） 事業実績及び主要施策成果説明書でございますけれども、こちらの延

べ定員につきましては、令和６年におきましては３６５日ということで、令和５年度におい

ては３６６日、いわゆるうるう年であった関係上、５年度よりも６年度のほうが日数が減っ

ているというものでございます。 

議長（芦澤孝幸君） ３番、髙田佳久議員。 

３番（髙田佳久君） それでは、２点目ですが、同じく特別養護老人ホームの関係で、成果説

明書の中の資料を見させていただきますと、各施設とも本入所及び短期入所の利用率の減少、

特に望岳荘、いで湯の里、菜の花苑、ここについては利用率が大きく減少している施設もあ

ります。この減少している要因をまずお聞かせください。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） 利用率が減っている理由でございますけれども、こちらのどの施設も

そうなんですけれども、退所者が出た後に新しい入所者が入るまでにかなりの時間を要して

しまったことによりまして、介護報酬のほうが入ってこないというような状況、また、利用

者の方が入院された場合に、やはり同じように介護報酬が入ってこないということで利用率

が下がってくるというようなことでございます。 

議長（芦澤孝幸君） ３番、髙田佳久議員。 

３番（髙田佳久君） 状況的には例えばコロナが発生したとか、そういうことで施設が使えな

くなってしまうというようなこともあろうかと思いますが、数字を追ってもらえれば分かる

と思います。結構、１０％以上入所率が下がっているような施設もありますので、またその

辺の検証はしっかりとしておいていただければありがたいかなと思います。 
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 それと、逆なんですけれども、本入所、短期入所の関係で利用率が増加しているのがふる

さと苑とてるさとさんになるんですけれども、ここら辺の要因の分析というのはどんな形で

されていますでしょうか。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） ただいまの短期入所の関係で利用率が増加しているということでござ

いますけれども、こちらにつきましては、先ほど申し上げましたが、入院で空いているベッ

ドにつきまして、それを短期入所のほうに振り替えるというようなことも行っておりますの

で、そういったことで利用率が上がってきているというようなことでございます。 

議長（芦澤孝幸君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、次に、議案第９号 監査委員の選任の同意について願

います。質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

議長（芦澤孝幸君） ありませんので、以上で議案質疑を終結いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ２ 一般質問 

令和７年１０月北信広域連合議会定例会一般質問発言順位表 

 

発言

順位 
件        名 

質 問 者 
答弁者 

議席 氏  名 

１ 特別養護老人ホームについて １４ 阿部 光則 広域連合長 

 

議長（芦澤孝幸君） 日程２ これより一般質問を行います。 

 なお、質問及び答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

 本定例会における一般質問の発言順位につきましては、お手元に配付いたしてあります発

言順位表のとおりでありますから、ご了承願います。 

 順位１番、特別養護老人ホームについて。 

 １４番、阿部光則議員。 

（１４番 阿部光則君 登壇） 
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１４番（阿部光則君） １４番、阿部光則でございます。通告いたしました特別養護老人ホー

ムについてお伺いいたします。昨年もこの議会で質問させていただきましたが、改めて質問

をさせていただきます。 

 まず最初に、入所待機者についてお伺いいたします。入所待機者数の多い状態が続いてい

ますが、ここ何年かの推移はどうなっているでしょうか。また、ここ数か月間の推移はどう

でしょうか。そして、この状況をどのように見ていらっしゃるか。お願いいたします。 

 次に、入所待機者の解消についてお伺いいたします。まず、入所待機者解消の方法につい

てのお考えをお答えください。そして、入所待機者解消における広域連合の立ち位置はどう

なんでしょう。どのようにお考えでしょうか。お答えください。 

 第６次広域計画では、入所待機者解消への対応はどのようになっているのでしょうか。お

伺いいたします。 

 次に、第１０期介護保険事業計画についてお伺いいたします。特別養護老人ホームの事業

運営は、言うまでもなく、介護保険制度との関連は切り離せません。そこで、３年ごとに改

定される介護保険事業計画、２０２７年（令和９年）から２０２９年（令和１１年）までが

第１０期介護保険事業計画になります。それに向けて、国の社会保障審議会介護保険部会な

どで審議されています。利用料２割の対象拡大などが議論されているようでありますが、こ

れをどのように見ておられるかお伺いいたしまして、質問とさせていただきます。 

議長（芦澤孝幸君） 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 阿部光則議員の特別養護老人ホームについて、お答え申し上げま

す。 

 入所待機者の５年間の状況は、１４４人から２１１人の範囲で推移しており、令和７年度

の月ごとの推移は、４月から９月で１４２人から１７１人の範囲で推移しております。細部

につきましては、事務局長から答弁いたします。 

 毎年１００人以上の待機者がいる状況ですが、長野県や関係市町村の第９期介護保険事業

計画を基に待機者数を推計すると、今後も横ばいで推移するものと見込まれます。 

 待機者解消の方策として、８月から入所方法の見直しを行い、円滑な入所ができるような

取組を実施しております。 

 本広域連合としては、現施設の安定的な経営の構築と計画的な施設改修、設備更新、適切

な人員確保を図りながら管理、運営をし、現在の入所定員数を維持していくことが重要であ
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ると考えております。 

 第６次広域計画に、待機者解消策についての具体的な施策はありませんが、待機者解消に

向けた取組は引き続き検討してまいります。 

 現在、社会保障審議会の介護保険部会において、第１０期介護保険事業計画に向けて様々

な課題について検討がされていますので、それらの検討状況を注視しつつ、引き続き関係市

町村と密接に連携を図り、地域の実情に応じた質の高いサービスの維持と提供に向けた取組

を進めてまいります。 

（事務局長 挙手） 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） それでは、入所待機者の推移の細部につきまして、連合長答弁に補足

してお答え申し上げます。 

 ５年間の入所待機者の推移でございますけれども、各年９月末現在で令和３年１４９人、

令和４年１４４人、令和５年１６７人、令和６年２１１人、令和７年１６１人であります。 

 月ごとの推移ございますが、令和７年４月１４２人、５月１４９人、６月１６０人、７月

１６６人、８月１７１人、９月１６１人であります。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） ここからは継続でお願いいたします。今一番、私は昨年も同じ質問を

して、昨年の数字が２１１人というふうにお聞きして大変驚いておったわけであります。今

年は１６１人というふうに減っているわけでありますが、先ほどの大体このような数字で推

移していくんだろうというふうな答弁でありますが、それにしても、以前に比べればやはり

増えているというふうに私自身も認識するところでありますけれども、そのように認識して

よろしいでしょうか。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） やはり待機者につきましては、毎年増える傾向にあるということでご

ざいます。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） たしか１３０人前後の人数が多かったんじゃないかなというふうに思

います。昨年の質問の中では、２０２４年の４月から、いわゆる訪問介護の介護報酬が引き

下げられたということで大変大きな問題になる中、自宅での介護は非常に大変になってくる

中で増えるのではないかという内容だったんですけれども、確かに数字は減って１６０人前
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後に変異していると。そうした中で、この数字は、私は決して少ないとは思わない。非常に

大変な問題だというふうに感じます。 

 入居申込をしてもなかなか入れないと。日本中で起こっていることでありますが、統計に

よれば、これも３年ほど前の数字でありますけれども、２０２２年４月時点で、全国の入所

待機者は約２７万５，０００人という数字が出ています。その大半が要介護３以上。基本的

には、要介護３以上の人でないと原則として特別養護老人ホームには入れないという状況だ

からだと思います。 

 総務省の就業構造基本調査によれば、これは２０２２年なんですが、会社などで働く人が

介護のために仕事を辞める、いわゆる介護離職は年間１０万人を超えていると。現役世代は

介護と育児の二重の負担を強いられ、ダブルケアというような状態が起きている部分もあっ

たり、最近はヤングケアラーというような問題が社会問題となっていることはご承知のとお

りです。 

 経済産業省の推計なんですけれども、経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部

会というところで、新しい健康社会の実現ということであるんですが、これは２０２３年の

３月に、ビジネスケアラー、いわゆる介護離職の発生は大変な経済的損失で、生産年齢人口

の減少が続く中でその数が増加傾向にあると。ビジネスケアラーが発生する経済的損失は

９兆円にも上ると。やはり経済的に大きな損失があるという報告が出ています。 

 そうしたことをすれば、この１６０という数字はこの地域の数字としては大きく、やはり

広域連合として、この数字を何とか減らさなければいけないというふうに私は考えるんです

が、その点はどうでしょうか。 

議長（芦澤孝幸君） 連合長。 

広域連合長（湯本隆英君） 阿部議員のおっしゃるとおり、これは減らしたほうがいいと思い

ます。ただ、例えば今の広域連合の特別養護老人ホームの入所の数が足りないとして、仮に

１００人の特別養護老人ホームを造るとすると、１床当たり約１，６００万円かかりますの

で、１００床の特別養護老人ホームを造ると約１６億円はかかってしまう。こういう状況を

推測することができると思います。 

 よって、今の広域連合議員の皆さんも分かっていらっしゃると思いますけれども、財政調

整基金ほかを含めて、今は建物自体がかなり老朽化していますし、設備も老朽化している状

況から見ると、新しいものを造るにも造れないという現状かなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
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議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） 初日に出していただいた財政調整基金の推移は、確かに厳しいことは

分かります。介護現場は非常に厳しい状況にあること、日本中で厳しい状況にあることは私

も重々承知しておるんですが、それにしてもやはり先ほど話したような介護離職というよう

な大きな経済的損失があるという、経済産業省自体もそうした数字を出す中で、いわゆる民

間の事業者というか介護現場の事業所も、ここのところ倒産の件数が増えたり、大変な状況

が続いているというのが今の介護の現場じゃないかなというふうに思います。 

 そうした中で、やはり公がきちんと今後のそうした社会の問題、どんどん高齢化、少子化

が進む中で、考える必要がどうしても必要になってくるんじゃないかというふうに思うんで

すけれども、私はそう思うんですね。 

 そういうことを考えると、広域連合の中に検討会とか、各市町村でいろいろ真剣にこの検

討をしていく必要があるんじゃないかというふうに思いますが、その点についてはどうで

しょうか。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） 先ほど連合長が申し上げましたとおり、やはり新しい施設を建設とい

うのはかなり厳しい部分がございますし、また、そこで働く職員を募集してもなかなか集ま

らない現状で、今の５施設も職員が減ってきているということもございます。 

 ただ、現在考えられる部分といたしましては、短期入所も併せて実施しているわけでござ

いますけれども、こちらの短期入所を本入所に振り替えることで、何床かでも入所者、利用

していただける方を増やしていければというふうに考えておりますが、こちらは関係市町村

との介護保険計画との兼ね合いもございますので、関係市町村とも協議しながら進めてまい

りたいと考えております。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） 財政的に難しいという面は、もちろん私も理解できるわけです。短期

入所とか、そういう方策もやはりいろいろ考えながら、多くの待機者を解消していくという

立場に立って広域連合として考えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

 もちろん、先ほど言われたように介護の現場で人が集まらないという大変大きな問題、こ

れは日本中そうなんですけれども、その問題をどう解決していくかということが非常に大き

な問題だと思います。 

 今、いわゆる正規の職員なんかは募集しても集まらない。例えば派遣の人も一時的に来て
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もらうというような方策も当然取っているわけですよね。 

議長（芦澤孝幸君） 連合長。 

広域連合長（湯本隆英君） 阿部議員のおっしゃるとおり、そういう手は取っています。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） 直接募集して来ていただくよりも、かなり経費がかかるという報告を

見ているわけですが、広域連合でもやはりそのような状態なんでしょうか。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） 派遣で対応している部分もございますけれども、基本的には会計年度

任用職員の方の募集対策を行っております。また、新規採用職員の募集も行いまして、新規

採用職員の採用に努めているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） 基本的には非常にご苦労して運営されているということだけは事実、

公もそうだし、民間もそうなんだと思います。やはり、この辺は国がきちんと制度を

２０００年につくって、２５年以上過ぎたわけでありますが、やはり国の制度ということで、

国への改善をしっかりと。もちろん、自治体も町村会も各首長の組織も、きちんと国の負担

割合を増やせという要望もしていることは事実なんですけれども、諦めずにやはりしっかり

とそうしたところで各正副連合長には力を発揮していただきたいというふうに私は思います。 

 今は、第６次広域計画になっているわけですが、第５次と比べるとどうしてもちょっと、

答弁もありますけれども、広域連合として何とか解決していくという力強さがちょっと落ち

たのではないかと思うんですが、文章が随分変わっているんですよね。その点はどうですか。 

議長（芦澤孝幸君） 連合長。 

広域連合長（湯本隆英君） 若干トーンダウンしているというように感じられる部分があるか

もしれないと思います。阿部議員もご承知だと思いますけれども、先ほど言いましたが、今

までのデフレ経済の中でずっと人件費も上がらない、物価的なものも上がらないというのが、

ここ１年ぐらいで大分インフレ傾向になっていますから、今の介護職員の人件費を上げる、

また建物の設備等の更新、みんな上がっていっちゃうわけです。広域連合とすると出ていく

ものが多くなってしまいますから、だから阿部議員のおっしゃるとおり、国のほうで令和

９年に計画しているものが令和８年の中で、今の内閣が替わっておりますので、その辺で光

熱水費、または人件費等について手当をしなければならないのではないかというふうにメ

ディアのほうで書かれておりますので、その辺も承知していただきたいと思います。以上で
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す。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） ぜひそういう方向でご尽力をお願いしたいというふうに思います。広

域連合として、やはりこうした入所待機者１５０人を超えるような状態を何とかしなければ

いけないという立場で、今後運営にご尽力いただくことを要望するものです。 

 それと最後なんですが、今は第９期介護保険事業計画に沿って進めているわけですが、

２０２７年から第１０期になるわけであります。その中で、もう来年始まる通常国会でそれ

が議論されるということで、その中で出てきている問題は、いわゆる２割負担の拡大、それ

とケアプランの有料化、それと要介護１、２の生活援助の各自治体への、今、要支援の事業

をやっているわけでありますが、そこへ移行させるという議論が出ているんです。国はどう

してもその方向でやりたいという方向なんですけれども、例えばいわゆる２割負担の対象を

拡大すると、この広域連合の利用者の中にも大きな問題というか、負担の割合が増えるとい

うか、影響が出るように見ていますか。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） 北信広域連合の特別養護老人ホームの関係になりますけれども、そち

らの入所者につきましては、それほど影響はないのかなというふうには考えております。少

なからず２割負担の方が入所されることはあるかなというふうには思っています。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） ということは、２割、３割があるんですけれども、現実はほとんど

１割負担の方と見ていいわけですか。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 

事務局長（田中勇君） ８月現在の状況でございますけれども、入所負担２割の方が１名おら

れますけれども、それ以外の方は１割負担という現状でございます。よろしくお願いします。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） 特別養護老人ホームは、いわゆる比較的所得の低い方でも入れるとい

うことなので、それは非常に理にかなったことなんじゃないかというふうに思います。２割

になると、やっぱりそのラインが下がるので影響が出てくる人もいるように私は思います。

やはり注意深く見ていく必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども、どうです

か。 

議長（芦澤孝幸君） 事務局長。 
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事務局長（田中勇君） 議員のおっしゃるとおり、今後、国の法改正等を注視しながら、また

利用者の負担につきましても注視してまいりたいと考えております。 

議長（芦澤孝幸君） １４番、阿部光則議員。 

１４番（阿部光則君） そうした中で、次期の国会の審議をしっかり注視していく必要がある

というふうに思います。いずれにしても国がつくった制度、第９期の真ん中の年度でありま

すけれども、これが第１０期になり、その中でやはり介護職員の待遇の低さ、人が集まらな

いという大きな問題が介護保険事業には出ているかというふうに思います。どんなところで

も、人口が減る中で人が集まらないというようなことが起きているわけであります。 

 そうした中で、やはり介護保険の仕組みは、今抱えている様々な問題、介護職員の処遇改

善、介護報酬を引き上げると高齢者や現役世代の保険料の負担増に跳ね返ったり、また、利

用者の保険料というか、利用者の負担にも跳ね返るわけですよね。利用している人は、介護

職員のためなら仕方がないというふうに思うかもしれませんが、国民が苦しんでいるのはや

はり介護制度をきちんとさせない国の政治の責任というふうに私は思います。 

 若い人と高齢者の分断ではなく、大企業や富裕層に応分の税の負担を求めて、介護保険の

国庫負担をどうしても増やす必要があるんじゃないかと。保険料や利用料の負担増にせず、

そうしたことをしていく中で職員の処遇改善を進めていくというふうに思います。 

 今、新しい高市内閣がスタートしたんですけれども、防衛費がＧＤＰ費２％、そして今年

度中に１１兆円の増額をされようとしています。トランプ政権による３．５％防衛費となる

２１兆円の要求にも応じようとしていますけれども、防衛費の拡大よりも国民の生活を守る

ということで、介護保険制度を守る、利用者を守るということをやるべきだということを申

し上げて、私の質問を終わります。 

議長（芦澤孝幸君） 以上をもちまして、阿部光則議員の質問を終結いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ３ 討論、採決 

議長（芦澤孝幸君） 日程３ 討論、採決を行います。 

 初めに、討論を行います。討論のあります方は、早急に書面をもって、議長の手元まで通

告願います。 

 なお、発言通告書は次長補佐のところにあります。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 （休 憩）      （午後 ３時３９分） 
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 （再 開）      （午後 ３時３９分） 

議長（芦澤孝幸君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 通告がありませんので、以上で討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 初めに、議案第１号 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１号について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第３号 令和７年度一般会計補正予算（第１号）について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第３号について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４号 令和７年度養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）について

採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第４号について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５号 令和７年度特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第５号について、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし
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た。 

 次に、議案第６号 令和６年度一般会計歳入歳出決算認定について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第６号について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり認定されまし

た。 

 次に、議案第７号 令和６年度養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定について採

決いたします。 

 お諮りいたします。議案第７号について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり認定されまし

た。 

 次に、議案第８号 令和６年度特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第８号について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり認定されまし

た。 

（２１番 白鳥金次議員 退席） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（芦澤孝幸君） 次に、議案第９号 監査委員の選任の同意について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第９号について、原案のとおり同意することに賛成議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（芦澤孝幸君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり同意されまし

た。 

（２１番 白鳥金次議員 復席） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（芦澤孝幸君） 以上で予定した議事は全部終了いたしました。 

 ここで連合長から挨拶があります。 

 連合長。 

（広域連合長 湯本隆英君 登壇） 

広域連合長（湯本隆英君） 令和７年１０月北信広域連合議会定例会の閉会にあたり、一言ご

挨拶を申し上げます。 

 １０月２９日から本日までの会期中、議員各位におかれましては、活発なご議論と慎重な

ご審議をいただき、上程を申し上げました各議案とも、それぞれお認めいただき誠にありが

とうございました。 

 今後も、各施設では新型コロナウイルス等の感染症予防対策を引き続き実施するとともに、

サービスの質の向上を図り、各組織市町村と連携を密にしながら、地域福祉の向上はもとよ

り、地域経済の発展に向けた事業促進に努めてまいりたいと考えております。 

 議員各位におかれましては、北信地域発展のため、より一層のご支援、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げますとともに、今後のご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして閉会の挨

拶とさせていただきます。 

 本日は、大変ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ４ 閉 会 

議長（芦澤孝幸君） 以上をもちまして、令和７年１０月北信広域連合議会定例会を閉会いた

します。大変ご苦労さまでした。 

 （閉 会）      （午後 ３時４４分） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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